
○改善報告を求めた指摘事項の状況（訪問介護）
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１　人員に関する基準

（１）サービス提供責任者の配置

２　運営に関する基準

（１）訪問介護計画

・１回の訪問において身体介護及び生活援助が混在するサービスを提供した場合に、それぞれのサービスに
要した時間を記録していなかった

・訪問介護計画の作成に当たり、アセスメントが行われていなかった

・サービス提供に当たり、訪問介護計画が作成されていなかった

・訪問介護計画に対して、利用者から同意を得ていなかった

（２）勤務体制の確保等

・職場におけるハラスメント防止のための措置を講じていなかった

（３）サービスの提供記録

（４）提供拒否の禁止

（５）内容・手続きの説明・同意

（６）業務継続計画

・業務継続計画に基づく必要な訓練を定期的に実施していなかった

（７）衛生管理

・感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会が定期的に開催されていなかった

（８）苦情処理

（９）事故発生時の対応

（10）虐待の防止

・虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及び訪問介護員等に対する虐待の防止のた
めの定期的な研修を行っていなかった

（11）記録の保存

（12）質の評価

（13）会計の区分

（14）その他

【初回加算】
・新規に訪問介護計画を作成していないにもかかわらず、初回加算を算定していた

３　介護給付費の算定

（１）基本的事項

（２）加算

【特定事業所加算Ⅱ】
・訪問介護員等の健康診断の実施状況について事業所として管理していなかった

合　　計


